
法人・個人事業主さま向け緊急災害融資への取組み内容 

名

称 
震災保証融資（福島県信用保証協会の保証付） 震災関連融資 

直接被害の回復資金 災害等による間接資金 

対

象

先 

・東北地方太平洋沖地震の被

災中小事業者 

・福島県信用保証協会の保証

を受けることができる中小

企業者の方 

・激甚災害に係る罹災証明書

の交付を受けること 

・ 東北地方太平洋沖地震及び福

島第一原発事故の被災中小事

業者 

・ 最近 3ヶ月間又は 6ヶ月間の売

上等が 5％以上減少するか、減

少する見込みが確実である中

小事業者 

 

・企業規模区分は定めない 

 

融

資

金

額 

２億８千万円以内 ８千万円以内 ２億円以内 

融

資

期

間 

１０年以内 

（うち据置期間２年以内） 

原則１年以内 

（長期運転資金、設備資金等

は個別相談） 

資

金

使

途 

 

運転資金、設備資金 

・事業の再建に必要な資金 

 

原則、運転資金 

・事業の再建に必要な資金 

・復興作業に必要な資金 

金

利 
当行所定の利率 当行所定の利率 

取

扱

期

限 

平成 23 年 9月 11 日 平成 24 年 3月 31 日 平成 24 年 3月末 


